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規格不適合 の墜落制止用器具 について (注意喚起 )

平素より、労働安全衛生行政の推進につきましては(格段の御理解・御協力を賜

り厚 く御礼申し上げます。

さて、厚生労イ要方省では、平成31年 に高所作業において使用される墜落防止用の保

護具は原則 としてラルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。こ

のうち、墜落制止用器具の規格 (平成31年厚生労働省告示第 H号。以下「構造規格」

という。)に ついては令和 4年 1月 1日 をもって経過措置期間が終了し、令和 4年
1月 2日 より完全適用されました。

厚生労働省では、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、

性能、強度等を試験する、買取試験を実施しています。

このたび、買取試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を

満たしていないものがあることが判明しため、別添のとお り公表 しました。

貴団体におかれましても、貴団体会員等に対 して、下記の墜落制止用器具の製造、

輸入、販売及び使用に当たって留意すべき事項の周知を徹底いただくとともに、墜

落制止用器具の適切な製造、輸入、販売及び使用につきまして、特段の御協力をい

ただきますようお願い申し上げますと

記

構造規格第 9条 には、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、

製造者名及び製造年月を表示すべきことが定められ、またショックアブソーバの見

やすい箇所に、ショックアブソーバの種別、最大の自由落下距離、使用可能な重量

及び落下距離を表示すべきことが定められています。

1 製造者の実施事項

製造に当たっては、構造規格で定められた試験を行 った上で必要な事項を表

示 してください。



2 輸入者(販売者及び使用者の実施事項              |
輸入、販売及び使用に当たっては、定められた事項が適切に表示されているか

確認してください。

適切な表示がない製品は、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反
となりますので、輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所

‐
轄の労働基準監督署に

報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを回収してくださ
い 。        (

担当 :健康安全課

安全専門官 吉田 健
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規格不適合の墜落制止用器具 (安全帯)の使用中止と回収について

～皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してくださいん

厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具 (安全帯)の
安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する買取試

験を実施 しています。

令和 4年度の買取試験
※1の

結果、一部製品に墜落制止用器具の規格
※2(以

下 「規格」)で
定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要

件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあること

から、厚生労働省では、販売者に対 して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止す

るよう広 く注意喚起するため、ウェブサイ トでその事実を公表 しています。

※ 1 フルハーネス型 31種、胴ベル ト型 8種を対象に実施

※2 厚生労働省は、平成 31年に、墜落制止用器具 (安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することと

する法令改正を実施。規格は令和 4年 1月 1日 で経過措置期間が終了し、翌 1月 2日 から全面適用されていますЬ

これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等
の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されています。厚生

労働省では、メエカー(ユエザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、

高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけています。

■規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具

No メ‐カー 製品の種類および型番

1 的 ファレハ‐ネス :YPNSL」 PWS2

2 日
～

ネヽウェノ財約義冬仕 ランヤー ド :FP81 STl.8R

※上記の墜落制止用器具の詳細は、別添を参照ください。

【今回構造規格を満たしていないことが判明した製品についてのお問い合わせ】

購入 した製品に関するお問い合わせは、メーカーまたは販売者までお願いします。

【他の個別の製品についてのお問い合わせ】
お持ちの墜落制上用器具が法令で定める要件を満たしているか等の商品に関するお問い合わせ

は、各メエカーまでお願いします。



別 添
国家規格で定める要件を満たしてぃないことが判明した墜落制止用器具の詳細

N6.1

1 メーカー

有限会社安琳

2 製品の種類及び型番
フクレハーネス :YPNSL」PWs2(販売数 :約 5,000個 )

3 販売者情報

販売者 株式会社基陽
貝塾言舌  0120-83-23o4
※お問い合わせ可能日時 平日 9:00-16:00
住所 兵庫県三木市別所町小林 477-10

販売者は、自主的に販売先入の通知、回収作業を開始しており、希望する場合
は、規格適合品と交換している。

4 要件に適合 しない内容
耐衝撃性

(1)脚部から先に落下させる試験において、動的トルノー (※)を保持しなかっ
たこと (墜落制止用器具の規格第8条)

( 2 ) 頭部カ ら先 こ落下 させ る試験 1こ お ヤヽて D 環 の位置 カゝ大幅 ずれ 落 下後 の

動的 トル ノ の 中′い線 とフ ン ヤ ドとの なす角度 カミ45° を超 え 頭部 カヽ下 が り
復帰 しなカゝつ た と 墜落常J止用器 具 の規格第 8 条 )

※ 落 下試 験等 の 際 墜落待〕止 用器具 を装着する人形

フルハー卑ミ全祥 (前割) フオハー与ス幸俸 (後倒)

HH・



No。 2

F本ハネウェル株式会社

2 製品の種類及び型番         
―

ランャ
=ド

:FP81 STl.韓 (販売数 :664個 )

3 販売者情報

日本ハネウェル株式会社
03-6730-7237

東京都港区海

～

1-16-1ニ ューピテ竹芝サ ゥスタヮー20F

販売者は、自主的に販売先に通知 し、回収作業を開始 している。

4 要件に適合 しない内容
耐衝撃性

者

話

所

嚇
電
住

シ ノ

シ ノ イこ シ ノ
た

1 ヨ( クン ブア) の 耐衝 しお ヽ撃性試験 て ノυ 6重衝撃荷 OkN を超 たえ
と (墜落 止需J 用 の器具 規格 8第 条 )

2 ヨ ヾク ノア) ン ブ の 耐衝撃性試験 お ヤ て ヨ ク ア ミツ ブ の び カ伸
1 75 m を え超 と 墜( 用落制止 の器具 8第規格 条 )
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